
 

 

第 2 行政評価・監視の結果 
1 本行政評価・監視の実施の背景等 

勧          告 説明図表番号

我が国は、平成 17 年（2005 年）に発効した京都議定書により、温室効果ガスの総

排出量を 20 年（2008 年）から 24 年（2012 年）までの京都議定書第 1約束期間に、

基準年（原則平成 2 年（1990 年））比で 6％削減することとされた。 

これを受けて、平成 17 年 4 月に「京都議定書目標達成計画」が閣議決定（平成 20

年 3 月全部改定）（注）され、目標達成に向けた取組が行われるとともに、本計画で

は政府が講じた施策の進捗状況等の点検を毎年厳格に行うこととされ、毎年の進捗

状況の点検に際しては、「地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会

議」において委員の意見を聴取するとされており、これを踏まえ、最終的に内閣総

理大臣及びその他の国務大臣で構成される地球温暖化対策推進本部において、その

進捗状況が点検されてきた。 

（注）京都議定書の6％削減約束を確実に達成するために必要な措置を定めるものとして、地球温暖化

対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）に基づき策定された。京都議定書第1約束期間の

最終年度である平成24年度までの計画となっている。 

 

京都議定書の 6％削減約束については、「京都議定書目標達成計画」に基づき、国

民各界各層が気候変動への取組に最大限の努力を行ったほか、森林吸収源対策と京

都メカニズムクレジットを加味することにより、基準年比 8.4％の削減となり、目標

を達成することとなる。しかし、平成 22 年度（2010 年度）以降、景気回復、東日本

大震災を契機とした火力発電の増加等により温室効果ガスの排出量は増加傾向にあ

り、中でも、我が国の温室効果ガスの約 9 割を占めるエネルギー起源ＣＯ２の排出量

は大きく増加している状況にある。 

我が国は京都議定書第 2 約束期間（平成 25 年（2013 年）から 32 年（2020 年）ま

で）には参加しないものの、引き続き、地球温暖化対策に取り組むこととしており、

これを着実に推進するためには、増加するエネルギー起源ＣＯ２の排出量の削減を効

果的かつ効率的に進めることが必要不可欠となっている。 

なお、気候変動枠組条約の下のカンクン合意（注 1）に基づく我が国の現時点での

平成 32 年度（2020 年度）の温室効果ガス削減目標は、17 年度（2005 年度）比で 3.8％

削減するとされているが、この場合もエネルギー起源ＣＯ２自体は 0.4％増加する見

込みとなっている（注 2）。 

（注 1）平成 22 年（2010 年）の国際合意。平成 32 年（2020 年）に向けた、先進国は排出削減目標を、

途上国は適切な削減行動を、条約事務局に登録し、先進国は隔年報告書を提出して当該目標の進

捗状況等を報告し、国際的なレビューを受けることとされている。 

（注 2）平成 32 年度（2020 年度）における原子力発電の稼働状況が現時点で見通しが立てられず、同

年度における電力の排出係数（注 3）を設定できないため、直近の実績である 24 年度（2012 年

度）の排出原単位（注 4）を用いて試算されたものである。なお、この目標は、原子力発電の活

用の在り方を含めたエネルギー政策及びエネルギーミックスが検討中であることを踏まえ、原子

力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点での目標であり、今後、エネル

ギー政策やエネルギーミックスの検討の進展を踏まえて見直し、確定的な目標を設定することと

されている。 

（注 3）電気事業者がそれぞれ供給した電気の発電に伴い、燃料の燃焼に伴って排出されたＣＯ２量

(t-CO2)を、当該事業者が供給した電力量（kwh）で除して算出したもの（t-CO2/kwh) 
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（注 4）ある経済活動の量１単位当たりで排出されるＣＯ２の排出量 

 
一方で、地球温暖化対策としての事業については、環境省が、各府省の協力を得

て、毎年、関係予算を取りまとめて公表している。これによると、「京都議定書 6％

削減約束に直接の効果があるもの」とされたものに対し、京都議定書の第 1 約束期

間内で計 2兆 4,025 億円の予算措置がされ、また、同期間後は、この区分が「2020

年までに温室効果ガス削減に効果があるもの」（注）に変更され、平成 25 年度予算

で 3,309 億円、26 年度予算で 3,385 億円と多額の予算措置がなされている。 

（注）「2020 年までに温室効果ガス削減に効果があるもの」は、「Ａ分類」とされ、対策・施策の主た

る目的・効果が地球温暖化対策に該当するもので、平成 32 年（2020 年）までに効果を発揮する対

策・施策が該当するとされている。 

 

これら事業については、同時に他の政策目的を達成する手段として位置付けられ

ているものも多く、「京都議定書目標達成計画」の進捗状況の点検の中で、施策ごと

に一定の評価はされているものの、個別事業のＣＯ２排出削減効果やその費用対効果

については、必ずしも十分に明らかにされていない。 

他方で、エネルギー起源ＣＯ２の排出削減に資する事業に充当する目的で、平成 24

年 10 月から地球温暖化対策税が導入されており、26 年 4 月に続き 28 年 4 月にも税

率が引き上げられることから、国民の理解を得るためには、事業効果の発現状況や

費用対効果を検証し、より有効性・効率性の高い事業を推進することが一層重要と

なってきている。 

 

以上のような状況を踏まえ、本行政評価・監視では、地球温暖化対策のうち、平

成 25 年度予算でＡ分類とされたエネルギー起源ＣＯ２の排出削減に資する事業（65

事業、1,676 億円）に着目し、予算額でその 9 割を占める補助事業（29 事業、1,546

億円）から 25 年度新規事業等を除く 18 事業（1,117 億円）（注）について、有効性、

効率性及び合規性の観点から、費用対効果等の審査状況や事業効果の検証状況、発

現状況等を調査した結果、以下のような状況がみられた。 

（注）環境省 6事業、経済産業省（資源エネルギー庁）8事業、国土交通省 3事業、農林水産省 1 事業 
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表1－③ 我が国の今後の地球温暖化対策に係る現時点での目標 
 

カンクン合意履行のための地球温暖化対策について（抜粋） 
環境省    

 
ＣＯＰ１６におけるカンクン合意では、各国が 2020年における排出削減目標を策定、気候変動枠組条約事務局

に登録し、隔年報告書を提出して当該目標の進捗状況等を報告し、国際的なレビューを受けることとされている。 

カンクン合意履行のため、また、ＣＯＰ１９までに 25％削減目標をゼロベースで見直すとの総理指示を踏まえ、

我が国の 2020年度における温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関する目標については、2005年度の排出量（13

億 5,100 万 t-CO2）を基準として、3.8％削減することとし、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標を以下のよ

うに設定し、気候変動枠組条約事務局に登録する。また、本目標を踏まえ、対策・施策を含む隔年報告書を来年１

月１日までに気候変動枠組条約事務局に提出し、国際的なレビューを受けながら、着実に排出削減を進めていく。 

なお、この目標は、原子力発電の活用のあり方を含めたエネルギー政策及びエネルギーミックスが検討中である

ことを踏まえ、原子力発電による温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点での目標であり、今後、エネ

ルギー政策やエネルギーミックスの検討の進展を踏まえて見直し、確定的な目標を設定することとする。 

 

１．温室効果ガス 

二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パ

ーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）を削減目標の対象とし、温室

効果ガス別に以下のとおり 2020年度における排出抑制に関する目標を設定する。 

（１）エネルギー起源二酸化炭素 

我が国の温室効果ガス排出量の９割を占めるエネルギー起源二酸化炭素については、統計上、産業部門、

業務その他部門、家庭部門、運輸部門及びエネルギー転換部門の５部門に分けることができ、対策・施策の

効果もこの部門ごとに見ることができる。これらの各部門における将来の排出量の見込みは表１のとおりで

ある。表１においては、我が国が現在想定されている経済成長を遂げつつ、エネルギー需要側の各部門にお

ける対策が所期の成果を上げた場合に達成することができると試算される目安として設けている。なお、表

１における排出量の見込みは、2020年度における原子力発電所の稼働状況が現時点で見通しが立てられず、

2020年度における電力の排出係数を設定できないため、直近の実績である2012年度の排出原単位を用いて

試算した目安として示されたものであり、今後、状況の変化に応じて変動が生じ得ることに留意する必要が

ある。 
＊各部門の試算・設定された目安としての目標は、現時点で可能と見込まれる今後の対策・施策により 2005 年度実績から最終エネルギ

ー消費が産業部門▲２百万kl（▲1.1％）、業務その他部門▲５百万kl（▲6.5％）、家庭部門▲10百万kl（▲17.9％）、運輸部門 ▲25

百万 kl（▲25.8％）削減すると見込まれることを踏まえ、設定されたものである。なお、今後、こうした目安としての目標は、エネ

ルギー政策やエネルギーミックスの検討を踏まえ、見直しを行う。 

 
表１  エネルギー起源二酸化炭素の各部門の排出量の目安 

 基準年 

（2005年度） 

2012年度 

（速報値） 
2020年度の各部門の排出量の目安 

Ａ － Ｂ （Ｂ－Ａ）／Ａ 

百万t-CO2 百万t-CO2 百万t-CO2（注１） 
（部門ごとの基準年

比増減率） 

エネルギー起源CO2 1,203 1,207 1,208 +0.4％ 

 産業部門 459 431 484 +5.4％ 

業務その他部門 236 259 263 +11.4％ 

家庭部門 174 203 176 +1.1％ 

運輸部門 254 227 190 -25.2％ 

エネルギー転換部門 79 86 95 +20.3％ 

（注１）2020 年度における原子力発電所の稼働状況が現時点で見通しが立てられず、2020 年度における電力の排出係数を設定

できないため、直近の実績である2012年度の排出原単位を用いて試算したものである。  

（注２）2020年度については電源構成が設定できず発電所の自家消費等が分からないため、エネルギー消費量を2005年度と同

等として試算している。 

（注）本資料は、平成 25年 11月 25日開催の第 27回地球温暖化対策推進本部の配布資料。下線及び網掛けは当省が付した。 
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に
該

当
す
る
額

が
特
定

で
き
な

い
も
の

は
、
計
上

さ
れ
て

い
な
い

。

○
4
つ
の
分
類
の
考
え
方

Ａ
1
：
目
標
達
成
計
画
の
別
表
に
あ
る
対
策
や
京
都
メ
カ
ニ
ズ
ム
活
用
の

推
進
の
た
め
に
行
う
、
対

策
実
施
へ

の
補
助
・
支

援
、
対
策
普
及

の
た
め
の

情
報
提
供

、
実

用
化

の
た
め
の

実
証

実
験

な
ど
が

該
当

す
る
。

Ａ
2
：
対

策
・
施

策
の

主
た
る
目

的
・
効

果
が

地
球

温
暖

化
対

策
に
該

当
す
る
も
の

で
、
2
0
2
0
年

ま
で
に
効

果
を
発

揮
す
る
対

策
・
施

策
が

該
当

す
る
。
具

体
的

に
は

対
策

実
施

へ
の

補
助
・
支
援
、
対
策
普
及
の
た
め
の
情
報
提
供

、
実
用

化
の
た
め
の

実
証
実
験

な
ど
が
該
当
す
る
。

Ｂ
1
：
主

に
京

都
議

定
書

の
第

1
約

束
期

間
の

後
に
効

果
を
発

揮
す
る
対

策
・
施

策
が

該
当

す
る
。
具

体
的

に
は

、
対

策
技

術
の

開
発

、
人

材
育

成
等

が
多

く
該

当
し
て
い
る
。

Ｂ
2
：
対

策
・
施

策
の

主
た
る
目

的
・
効

果
が

地
球

温
暖

化
対

策
に
該

当
す
る
も
の

で
、
主

に
2
0
2
1
年

以
降

に
効

果
を
発

揮
す
る
対

策
・
施

策
が

該
当

す
る
。
具

体
的

に
は

、
対

策
技

術
の

開
発

、
人

材
育

成
等

が
多

く
該

当
し
て
い
る
。

Ｃ
：
対

策
・
施

策
の

主
た
る
目

的
・
効

果
が

地
球

温
暖

化
対

策
で
な
い
も
の

が
該

当
す
る
。
具

体
的

に
は

、
治

山
事

業
等

に
よ
る
森

林
の

保
全

、
廃

棄
物

焼
却

等
に
伴

う
排

出
の

削
減

、

公
共

交
通

機
関

の
整

備
な
ど
が

該
当

す
る
。

Ｄ
：
我

が
国

の
温

室
効

果
ガ
ス
の

排
出

削
減

等
の

効
果

を
持

た
な
い
も
の

が
該

当
す
る
。
具

体
的

に
は

、
対

策
・
施

策
の

全
般

的
な
評

価
・
見

直
し
、
排

出
量

・
吸

収
量

の
算

定
、

気
候
変
動
の
研
究
・
監
視
観
測
、
国
際
的
な
連
携

の
確
保
な
ど
が

該
当
し
て
い
る
。
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表
1
－
⑤

 
地
球
温
暖
化
対
策
税
の
概
要

 

（
注
）
 
環
境
省
の
資
料
に
よ
る
。
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エ
ネ

ル
ギ

ー
起

源
Ｃ

Ｏ
2

以
外

の
排

出
削

減
対

策
・

施
策

森
林

吸
収

源
対

策
横

断
的

施
策

等
京

都
メ

カ
ニ

ズ
ム

の
ク

レ
ジ

ッ
ト

取
得

関
連

事
業

3
7
億

円
1
,
3
7
5
億

円
1
1
9
億

円
1
0
4
億

円

［
7
事

業
］

［
3
8
事

業
］

［
2
0
事

業
］

［
6
事

業
］

そ
の

他
（

注
3
）

1
2
億

円

［
1
事

業
］

1
,
6
7
6
億

円

［
6
5
事

業
］

表
1
－

⑥
調

査
対

象
1
8
事

業
の

財
源

区
分

（
平

成
2
5
年

度
予

算
）

平
成

2
5
年

度
の

地
球

温
暖

化
対

策
事

業
関

係
予

算
（

Ａ
分

類
分

）

3
,
3
0
9
億

円

［
1
3
6
事

業
］

内
訳

エ
ネ

ル
ギ

ー
起

源
Ｃ

Ｏ
2
の

排
出

削
減

対
策

・
施

策
（

注
2
）

う
ち

補
助

事
業

1
,
5
4
6
億

円

［
2
9
事

業
］

内
訳

エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
特

別
会

計

1
,
4
9
7
億

円

［
2
2
事

業
］

一
般

会
計

3
8
億

円

［
6
事

業
］

合
計

1
,
1
1
7
億

円

エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
特

別
会

計
一

般
会

計

内
訳

（
注

）
1

各
省

の
公

表
資

料
等

に
基

づ
き

、
当

省
が

作
成

し
た

。
2

「
エ

ネ
ル

ギ
ー

起
源

Ｃ
Ｏ

2
の

排
出

削
減

対
策

・
施

策
」

は
、

京
都

議
定

書
目

標
達

成
計

画
で

は
、

「
低

炭
素

型
の

都
市

・
地

域
構

造
や

社
会

経
済

シ
ス

テ
ム

の
形

成
」

、
「

産
業

部

門
（

製
造

事
業

者
等

）
の

取
組

」
、

「
業

務
そ

の
他

部
門

の
取

組
」

、
「

家
庭

部
門

の
取

組
」

、
「

運
輸

部
門

の
取

組
」

及
び

「
エ

ネ
ル

ギ
ー

転
換

部
門

の
取

組
」

に
区

分
さ

れ
て

い
る

。
 
 
 
 
 
 
3

東
日

本
大

震
災

復
興

特
別

会
計

事
業

の
1
事

業
4
 
 
「

エ
ネ

ル
ギ

ー
対

策
特

別
会

計
」

の
1
4
事

業
は

環
境

省
及

び
経

済
産

業
省

の
事

業
、

「
一

般
会

計
」

の
4
事

業
は

国
土

交
通

省
及

び
農

林
水

産
省

の
事

業
で

あ
る

。
 
 
 
 
 
 
5

四
捨

五
入

の
関

係
で

、
合

計
値

が
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

［
1
8
事

業
］

1
,
0
9
8
億

円

［
1
4
事

業
］

2
0
億

円

［
4
事

業
］

調
査

対
象

1
8
事

業

(注
4
)
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→
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

→

環
境

省
両

方

6
※

両
方

-

直
接

3
0
0

※
※

※

間
接

1
,8

0
0

直
接

1
9
5

※

民
間

事
業

者
直

接
8
1
8

※

直
接

3
7
0

※
※

※

経
済
産
業
省

民
間

事
業

者
直

接
6
0
0

8

民
間

事
業

者
間

接
3
1
,0

0
0

民
間

事
業

者
間

接
3
,3

0
0

本
事
業
は
、
家
庭
・
業
務
部
門
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
、
環
境
大
臣
が
要
件
を
満
た
す
と
認
め
た
リ
ー

ス
事
業
者
に
よ
る
一
定
の
基
準
を
満
た
す
低
炭
素
機
器
の
リ
ー
ス
に
つ
い
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事
業
者
）
を
通
じ

て
、
リ
ー
ス
総
額
の
3％

又
は
5％

（
東
北
3県

で
は
10
％
）
を
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ー
ス
利
用
者
の
支
払
い

負
担
を
低
減
し
、
低
炭
素
機
器
の
普
及
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
球
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の

平
成

2
5
年

度
予

算
(百

万
円

)

2
4
,5

0
0

本
事
業
は
、
国
か
ら
補
助
金
を
都
道
府
県
等
に
交
付
し
て
、
基
金
を
造
成
さ
せ
、
こ
の
基
金
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
防
災
拠
点
等
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
蓄
電
池
、
未
利
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
を
導
入
す
る
事
業
を
支
援
し
、
「
災

害
に
強
く
低
炭
素
な
地
域
づ
く
り
」
を
全
国
に
展
開
す
る
た
め
実
施
さ
れ
て
い
る
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
導
入
推
進
基
金
事

業

地
域
グ
リ
ー
ン
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
基

金
事
業

都
道

府
県

、
市

町
村

、
民

間
事

業
者

、
個

人

都
道

府
県

、
市

町
村

、
民

間
事

業
者

、
個

人

事
業

の
目

的
直

接
・
間

接
の

別

本
事
業
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
10
年
法
律
第
11
7号

）
第
20
条
の
3の

規
定
に
基
づ
き

策
定
さ
れ
た
実
行
計
画
に
従
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
施
設
に
、
先
進
的
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

技
術
を
率
先
的
に
相
当
規
模
で
導
入
す
る
取
組
の
支
援
を
図
る
も
の

本
事
業
は
、
国
か
ら
補
助
金
を
都
道
府
県
等
に
交
付
し
て
、
基
金
を
造
成
し
、
こ
の
基
金
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
地
球
温
暖
化
問
題
等
の
喫
緊
の
環
境
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
実
施

し
、
当
面
の
雇
用
創
出
と
中
長
期
的
に
持
続
可
能
な
地
域
経
済
社
会
の
構
築
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
図
る
も
の

小
規
模
地
方
公
共
団
体
対
策
技
術
率
先
導
入

補
助
事
業

市
町

村
民

間
事

業
者

本
事
業
は
、
廃
棄
物
分
野
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

2
の
排
出
量
を
削
減
す
る
た
め
、
廃
棄
物
処
理
の
焼
却
熱

を
利
用
し
た
発
電
設
備
の
導
入
や
化
石
燃
料
に
代
替
す
る
廃
棄
物
燃
料
を
製
造
す
る
設
備
な
ど
の
導
入
等
に
必
要
な
経

費
の
一
部
を
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
環
境
の
保
全
に
資
す
る
こ
と
を
図
る
も
の

本
事
業
は
、
低
炭
素
化
・
低
公
害
化
が
遅
れ
て
お
り
、
1台

当
た
り
の
Ｃ
Ｏ

2
排
出
量
が
多
い
オ
フ
ロ
ー
ド
車
に
つ
い

て
、
大
幅
な
燃
料
消
費
量
の
削
減
を
見
込
め
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
オ
フ
ロ
ー
ド
車
の
導
入
費
用
の
一
部
補
助
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
オ
フ
ロ
ー
ド
車
の
普
及
促
進
を
図
り
、
Ｃ
Ｏ

2及
び
大
気
汚
染
物
質
の
排
出
量
の
削
減
を
図
る

も
の

民
間

事
業

者
特
殊
自
動
車
に
お
け
る
低
炭
素
化
促
進
事
業

本
事
業
は
、
産
業
用
・
業
務
用
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消
費
型
設
備
（
工
業
炉
、
ボ
イ
ラ
等
の
燃
焼
設
備
）
に
お
け
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
設
備
更
新
等
実
施
者
が
、
二
酸
化
炭
素
の
低
減
に
寄
与
す
る
天
然
ガ
ス
の
高

度
利
用
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
の
導
入
を
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事
業
者
）
が

当
該
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
、
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
酸
化
炭
素
の
低
減
に
寄
与

す
る
天
然
ガ
ス
の
高
度
利
用
を
行
い
、
も
っ
て
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
受
給
構
造
の
構
築
を
図
る
も
の

温
泉
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
加
速
化
事
業

本
事
業
は
、
事
業
者
が
計
画
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
の
取
組
の
う
ち
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
高
い
機
器
及

び
設
備
の
導
入
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事
業
者
）
が
当
該
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
要

す
る
経
費
を
、
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
部
門
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
、
も
っ
て
内
外
の
経
済
的
社
会
的

環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
構
造
の
構
築
を
図
る
も
の

民
間

事
業

者

本
事
業
は
、
年
間
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
原
油
換
算
で
1,
50
0k
l未

満
の
工
場
・
事
業
場
等
を
対
象
に
、
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
技
術
等
の
導
入
可
能
性
の
検
討
を
含
め
た
省
エ
ネ
診
断
等
の
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
を
国
が
補
助
す
る
こ
と

に
よ
り
、
工
場
・
事
業
場
等
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
、
も
っ
て
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か

つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
構
築
を
図
る
も
の

26
年
度
か
ら
は
「
地
熱
・
地
中
熱
等
の
利

用
に
よ
る
低
炭
素
社
会
推
進
事
業
」

 表
1
－

⑦
 調

査
対

象
1
8
事

業
の

一
覧

廃
棄
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
・
低
炭
素
化
促
進

事
業

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
事
業
者
支
援
補
助

金
（
民
間
団
体
等
分
）

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
導
入
促
進
事
業
費
補
助

金 エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
事
業
者
支
援
補
助

金
（
民
間
団
体
等
分
）
(天

然
ガ
ス
分
)

本
事
業
は
、
温
泉
発
電
設
備
の
導
入
や
、
温
泉
熱
・
温
泉
付
随
ガ
ス
を
利
用
す
る
設
備
（
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
や
コ
ー

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
の
導
入
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
期
コ
ス
ト
の
低
減
に
よ
る

自
立
的
普
及
及
び
地
域
特
性
に
応
じ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
推
進
を
図
る
も
の

府
省

事
業

名
事

業
期

間
（
調

査
対

象
期

間
）

事
業

主
体

家
庭
・
事
業
者
向
け
エ
コ
リ
ー
ス
促
進
事
業

民
間

事
業

者
(
リ

ー
ス

会
社

)
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→
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

→

平
成

2
5
年

度
予

算
(百

万
円

)
事

業
の

目
的

直
接

・
間

接
の

別
府

省
事

業
名

事
業

期
間

（
調

査
対

象
期

間
）

事
業

主
体

民
間

事
業

者
間

接
5
4
0

間
接

1
1
,0

0
0

※

間
接

3
0
,0

0
0

民
間

事
業

者
間

接
4
,0

0
0

民
間

事
業

者
間

接
1
,4

0
9

国
土
交
通
省

直
接

2
7
1

3

民
間

事
業

者
直

接
6
0
0

民
間

事
業

者
直

接
7
4

民
間

事
業

者
直

接
-

農
林
水
産
省

民
間

事
業

者
直

接
1
,0

0
0

1

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
合
理
化
事
業
者
支
援
補
助

金
(民

間
団
体
等
分
)(
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
分
)

個
人

、
事

業
者

(
民

間
、

公
営

)
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
等
導
入
促
進

対
策
費
補
助
金

本
事
業
は
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
（
電
気
自
動
車
、
Ｐ
Ｈ
Ｖ
自
動
車
、
ク
リ
ー
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
）

の
購
入
に
必
要
な
経
費
に
対
し
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事
業
者
）
が
当
該
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
要
す
る
経

費
を
、
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
の
普
及
を
促
進
し
、
運
輸
部
門
に
お
け
る
二
酸

化
炭
素
の
排
出
抑
制
や
石
油
依
存
度
の
低
減
を
図
る
も
の

バ
イ
オ
燃
料
生
産
拠
点
確
立
事
業

環
境
対
応
車
普
及
促
進
対
策

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
等
推
進
事
業

本
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
証
事
業
で
明
確
と
な
っ
た
事
業
化
に
向
け
た
課
題
（
原
料
調
達
の
多
様
化
、
温
室
効
果

ガ
ス
排
出
量
の
削
減
、
製
造
コ
ス
ト
の
削
減
、
副
産
物
利
用
の
多
様
化
等
）
を
克
服
し
、
地
域
に
お
け
る
国
産
バ
イ
オ

燃
料
の
生
産
拠
点
を
確
立
す
る
た
め
の
取
組
を
支
援
す
る
も
の

本
事
業
は
、
三
大
都
市
圏
、
観
光
地
、
環
境
未
来
都
市
等
に
お
い
て
、
電
気
自
動
車
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク

の
集
中
的
導
入
を
誘
発
・
促
進
す
る
よ
う
な
地
域
・
事
業
者
間
連
携
等
に
よ
る
先
駆
的
事
業
を
行
う
自
動
車
運
送
事
業

者
等
を
重
点
的
に
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
並
び
に
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
を
図

り
、
も
っ
て
地
域
交
通
の
グ
リ
ー
ン
化
を
促
進
す
る
も
の

地
域
交
通
の
グ
リ
ー
ン
化
を
通
じ
た
電
気
自

動
車
の
加
速
度
的
普
及
促
進

事
業

者
(
民

間
、

公
営

)

本
事
業
は
、
運
送
事
業
者
等
が
CN
Gバ

ス
・
ト
ラ
ッ
ク
、
優
良
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
バ
ス
・
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
を
導
入
す
る
経

費
の
一
部
を
補
助
し
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
並
び
に
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
環
境

及
び
地
球
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の

物
流
連
携
効
率
化
推
進
事
業
費
補
助

金

本
事
業
は
、
貨
物
運
送
事
業
者
な
ど
物
流
関
係
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
協
議
会
が
Ｃ
Ｏ

2
排
出
原
単
位
の
小
さ
い
輸

送
手
段
へ
の
転
換
（
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
）
を
行
う
の
に
必
要
と
な
る
運
行
経
費
及
び
機
器
等
導
入
経
費
の
一
部
を
補
助

す
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
に
よ
る
地
球
温
暖
化
の
防
止

及
び
低
炭
素
型
の
物
流
体
系
の
構
築
を
図
る
も
の
（
平
成
25
年
度
以
降
は
運
行
経
費
の
み
対
象
）

本
事
業
は
、
貨
物
運
送
事
業
者
な
ど
物
流
関
係
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
協
議
会
が
行
う
物
流
連
携
効
率
化
推
進
計

画
を
策
定
す
る
た
め
の
調
査
及
び
同
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な

関
係
者
の
連
携
に
よ
る
物
流
の
効
率
化
の
推
進
を
図
る
も
の

本
事
業
は
、
中
小
水
力
発
電
開
発
事
業
及
び
地
熱
発
電
開
発
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事

業
者
）
が
当
該
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
、
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
外
の
経
済
的
社

会
的
環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
構
築
を
図
る
も
の

本
事
業
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
熱
利
用
設
備
（
太
陽
熱
利
用
、
バ
イ
オ
マ
ス
熱
利
用
、
地
中
熱
利
用
な
ど
）
の

導
入
補
助
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事
業
者
）
が
当
該
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
要
す
る

経
費
を
、
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需

給
構
造
の
構
築
を
図
る
も
の

本
事
業
は
、
ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ビ
ル
実
証
事
業
、
ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス
支
援
事

業
及
び
既
築
住
宅
に
お
け
る
高
性
能
建
材
導
入
促
進
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事
業

者
）
が
当
該
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
、
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
・
ビ
ル
の
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
推
進
し
、
も
っ
て
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の

構
築
を
図
る
も
の

本
事
業
は
、
産
業
用
・
業
務
用
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消
費
型
設
備
（
工
業
炉
、
ボ
イ
ラ
等
の
燃
焼
設
備
）
に
お
け
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
設
備
更
新
等
実
施
者
が
、
二
酸
化
炭
素
の
低
減
に
寄
与
す
る
LP
ガ
ス
の
高
度

利
用
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
の
導
入
を
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
、
執
行
団
体
（
補
助
事
業
者
）
が
当

該
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
を
、
国
が
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
酸
化
炭
素
の
低
減
に
寄
与
す

る
LP
ガ
ス
の
高
度
利
用
を
行
い
、
も
っ
て
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に
応
じ
た
安
定
的
か
つ
適
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

受
給
構
造
の
構
築
を
図
る
も
の

個
人

、
民

間
事

業
者

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
熱
利
用
加
速
化
支
援

対
策
費
補
助
金

住
宅
・
ビ
ル
の
革
新
的
省
エ
ネ
技
術
導
入
促

進
事
業
費
補
助
金

中
小
水
力
・
地
熱
発
電
開
発
費
等
補
助
金

（
注

）
1

各
事

業
に

つ
い

て
定

め
る

交
付

要
綱

や
公

募
要

領
な

ど
に

基
づ
き

、
当
省
に
お

い
て
作
成

し
た
。

2
「

事
業

名
」
欄

で
上

下
二

段
の

形
に

な
っ

て
い

る
も

の
は

、
上
段

に
あ
る
の
が

本
調
査
時

点
で
実
施

さ
れ
て
い

る
事
業
で
、

下
段
に
あ

る
も
の
が

当
該
事
業

の
前

に
実

施
さ

れ
て

い
た

事
業

で
あ

る
こ

と
を

表
す

。

事
業

数
を

カ
ウ

ン
ト

す
る

際
は

、
一

体
の

も
の

と
し

て
カ

ウ
ン
ト

し
て
い
る
。

3
「

事
業

期
間
（

調
査

対
象

期
間

）
」

欄
は

、
網

掛
け

部
分

が
事
業

の
実
施
年
度

を
表
し
、

矢
印
の
部

分
が
当
省

の
調
査
対
象

と
し
た
期

間
を
表
す

。

ま
た

、
事

業
の

名
称

が
変

更
さ

れ
な

が
ら

継
続

的
に

実
施

さ
れ
て

い
る
事
業
に

つ
い
て
は

、
変
更
の

あ
っ
た
年

度
に
「
※
」

を
記
載
し

て
い
る
。

4
「

直
接

・
間
接

の
別

」
欄

に
つ

い
て

は
、

国
か

ら
直

接
、

事
業
者

に
補
助
金
を

交
付
す
る

も
の
を
「

直
接
」
と

し
、
国
が
補

助
金
を
交

付
し
た
者

が
更
に
事

業
者

を
募

集
し

て
補

助
金

を
交

付
す

る
も

の
を

「
間

接
」

と
し

て
い

る
。

な
お

、
環

境
省

の
「

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

導
入

推
進

基
金
事

業
」
及
び
「

地
域
グ
リ

ー
ン
ニ
ュ

ー
デ
ィ
ー

ル
基
金
事
業

」
は
、
国

か
ら
都
道

府
県
等

に
補

助
金

を
交

付
し

、
都

道
府

県
等

が
管

下
市

町
村

等
に

補
助

金
と

し
て

交
付

す
る

も
の

で
あ

る
が

、

そ
れ

以
外

に
、

都
道

府
県

等
自

身
が

実
施

す
る

事
業

に
も

当
該
補
助

金
を
充
て
る

こ
と
が
で

き
る
た
め

、
「
両
方

」
と
し
て
い

る
。
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